
k
f川
午
ム
J

地

H
姉
コ
崎
副
開
催
物
認
可
ハ
怜
u
町
一
同
一
日
置
刀
H

，

奉J什・ニ串車五摂

干す軍国E 日ー-~司 r.. ..... ll"Iヲ~Il If留

歯

周

醤

車

債
格
の
勢
力
説
・
目
-
目
・
・
・
・
・
・
文
型
博
t

地
方
税
に
於
け
る
累
進
課
税

マ
ル
サ
ス
の
恐
慌
論常

刈

-・・事制は叫
p

h
市

ヨ

『

』

-
占

1
:

-
総
出
品
干
小
J

揖
叫

交
通
事
業
に
於
け
る
競
争
-
-
目
-
-
-
細
草
山
士

電
麗
事
祇
の
自
然
法
問
・
・
・
・
・
・
法
串

l

英
蘭
銀
行
の
成
立
及
び
後
展
過
程
議
・
純
碑
事
!

拙

稿

錨

疎

ギ
リ
シ
ャ
の
新
品
出
島
知
銀
行
に
就
い
て

目
的
税
ご
考
慮
税
-
-
-
-
-
-
-
制
神
明
1

門
川
口
祈
ら
し
き
経
済
政
策
論
司
・
-
純

Znl

岡

民

所

得

に

就

い

て

・

・

-

純

隣

町
r

博4
-

注
品

A
V

特
例
安
定
融
斑
補
償
法
・
脊
源
調
査
法
・
製
拙
地
整
瑚
品
川
醐
ス
ル
法
律

制
抑
制

a

イ (禁

情

載

高

田

吉f:JE保

彦雄高

谷紳

日 戸

小
品
昌
太
郎

山
口
正
太
郎

一
谷
藤
一
郎

松

附

孝

児

中

川

典

之

助

藤

田

敬

三

汐

見

三

郎



間
民
所
得
に
就
い
て汐

見

日11

内
閣
統
計
局
の
調
利
「
犬
正
十
三
平
に
於
け
る
岡
官
推
計
」
に

現
は
れ
た
る
所
忙
よ
れ
ば
、
世
界
大
山
伎
の
附
官
及
ぴ
制
民
所

得
統
計
と
し
て
次
の
撒
字
が
掛
げ
ら
れ
て
居
る
。
比
較
K
使
に

す
る
認
め

ι、
単
に
悶
官
及
び
閥
民
所
得
の
組
制
を
百
南
側
単

位
に
て
示
す
の
み
た
ら
宇
、
調
議
年
及
び
訓
夜
品
刊
を
も
明
ら
か

に
し
た
の
で
あ
る
。

(ィ)

闘

統

冒f

笛

フイヰtュ

米
ギ

合
り

衆

ス闘

i

市

哩

同

巴

一

-

九

=

五

年

一

♂

一

一

一

九

二

百

年

一

ジ

=

一

一

一

九

二

五

年

一

ジ

一

一
一
九
ニ
四
年
一
内
凶
統
計
局
一

査

査イ4 

日

日

フ

ン

本
(
内

!!!!ス

報

錐

闘
民
所
得
に
就
い
て

総

都

h
間
同
岡
山

翌三、
Z
五
月

一ヨ点、ヨ三口

一
口
昌
、
吾
百

一
ロ
ニ
三
田
一

ス

. へ

イ

ド

イ

イ

~ 

カ

ダ
支

那

ア

ル

ぜ

ン

テ

y

プ

ヲ

グ

ル

4

ル

ギ

ー

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
アグ

ナ

オ

う歩キ

シ

メス

イ

ヲ

イ

ン

"
-
7
y
v

(ロ}

北

米

合

衆

倒

イ

ギ

り

Z

フ

ラ

ン

ス
本
(
内
地
)ツ

ド日

イ

第
二
十
入
巻 シ

一
九
二
四
年
一
伽
ル
キ

i
h

-
-
九
二
二
年
一
九
ル
ア
品
リ

一

一

ツ

ヒ

一
九
一
五
年
一
ジ
イ

Z

一
九
ニ
二
年
一

=

i

ツ

一
九
=
一
一
年
一
ム
ー
ヂ
イ

一
九
二
二
年
一
ム

1

4

7

イ

一
一
九
ニ
二
年
一
ム

l

F
イ

一
一
力
二
五
年
一
ジ
イ
一
一

」

t
『

二

三

一

ず

一

一
J

一

向

」

1

1

〆

A
1

一
一
九
二
一
一
年
一

7
Fイ

一

一
一
九
=
二
年
一
札
米
聯
叫
一

一
一
九
二
二
年
一
品

l

デ
イ
一

一

一

九

二

二

年

一

政

府

、ノ

ン

ス
闘
民
所
得
統
計査

一一一一一|闘
九九九九九

四四四四匹l
年 年年年年|年

1関内シスホ・シ|訓

ゴ附ッタウッ
ウ統ー ン レ ー
ス言「ア 7"イヌ

キj;j ス及ス

査

七
九
三

第
五
競

A

回、回三

七一、尚一回

岡
田
、
古
式

回
同

J
一=己

五
A
、一
A
九

4

一
虫
、
四
五
五

ユ向、一一
A

ユーロ百三

五
、
吋
て

一A、
宅
口

一
耳
、
A
同
省

晶、一向一

昔、一号一

者

組

2i ji;11額

三五

七



輝

会主

国
民
所
得
に
就
い
て

イ

タ

一
一
ー
九
二
四
年
一
シ
ソ
ヲ
丸
一

一
九
二
四
年
一
シ
ツ
ラ
丸
一

口、一一量一

回
、
喜
一
日

ヲ

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

此
等
の
数
字
は
‘
何
れ
も
図
民
経
消
の
趨
勢
を
閣
官
及
び
闘

民
所
得
に
J

っ
て
総
合
的
に
示
し
た
も
の
で
あ
る
か

ι

の
側
川
的
の
純
情
統
計
に
比
す
れ
ば
一
組
の
特
色
を
有
し
て
居

る
の
で
あ
る
。
然
れ
R
も
静
態
統
計
た
る
閥
官
の
調
布
と
動
態

統
計
た
る
閥
児
所
得
の
調
脊
・
と
が
既
民
共
の
方
法
を
異
に
せ
る

の
み
た
ら
+
、

豆
岡
宮
共
れ
自
身
の
調
在
に
於
て
図
民
所
得
共

れ
自
身
白
調
査
に
於
て
各
種
の
方
法
が
行
は
れ
て
居
る
か
ら
、

此
等
の
諸
統
討
を
統
-
的
に
比
較
す
る
事
は
困
難
怠
る
問
題
で

あ
る
。
従
っ
て
此
等
の
闘
宮
統
計
及
び
図
民
所
得
統
計
を
盤
然

主
緋
列
し
た
所
で
共
の
意
味
す
る
所
が
少
在
い
の
で
あ
る
か

ら
、
先
決
問
題
止
し
て
は
此
等
の
諸
統
計
が
ど
れ
起
の
比
較
性

を
有
し
て
居
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
。

近
着
の
】
o
c自
己
主
任
。
同
旦
巴
印
宝

E
日日目
m
o
E
o
q
(
旦昆

H

・
占
』
)
に
於
て
、
〉
・
巧
・
ヨ
ロ
"
が
公
に
し
た
る
「
英
図

ω
園

民
所
得
」
に
闘
す
る
論
文
は
、
此
阿
国
に
卸
す
る
有
力
た
る
材

各
種

第
二
十
凡
巻

第
五
貌

七
九
四

= メ、

料
を
提
供

L
て
居
る
の
で
あ
る
。
此
論
文
は
、
英
図
統
計
協
舎

の
一
九
二
八
年
十
一
月
二
十
日
の
合
合
に
於
て
、
回
口
"
が
合
長

就
任
の
挨
拶
に
粂
ね
で
報
告
し
た
る
も
の
に
て
、
共
内
容
は
、

英
岡
一
因
の
図
民
所
得
に
過
ぎ
歩
、
比
校
の
期
間
も
一
丸

O
七

年
と
一
九
一
一
四
年
在
。
周
年
比
止
ま
る
の
で
あ
る
が
‘
共
の
研

賞
方
法
比
は
砕
後
せ
ら
る

Lamが
あ
る
か

ι、
大
要
を
紹
介
す

る
と
・
9
L
L
寸
る
〈

英
闘
の
園
民
所
得
に
つ
い
て
は
、
種
々
の
報
告
が
公
に
せ
ら

れ
、
現
に
同
誌
の
以
前
の
枕

G
E
Z
M一
。
士
吉
岡
。
苫
-
盟
主
γ

ω内

HnaH
印

o
n
r
q
-
G
N
凶
・
司
・
出
会
)
に
於
て
も
凹
F
M
耳
知
的
が
担
税

負
捻
能
力
に
関
聯
し
て
図
民
所
得
の
計
算
の
結
果
を
示
し
た
の

で
あ
る
。
然
れ
ど
も
従
来
遊
表
せ
ち
れ
た
る
多
く
心
統
計
が
推

算
白
色
彩
浪
き
に
反
し
、
同

-E
の
報
告
は
一
九
二
附
年
に
行
は

れ
た
る
生
産
物
国
勢
調
査
た
る
第
一
弐
統
計
に
立
脚
し
て
居
る

献
が
、
共
の
特
色
た
り
と
云
は
ね
ば
な

ιぬ。

2
E
の
計
算
陀
よ
れ
ば
、

一
九
二
四
年
白
英
闘
の
岡
民
所



得
は

h
F
S
.
M
H
q
M
E
M
-
-
Eロ

即
ち
一
ニ
十
九
億
七
千
五
百
高
傍
在
中
心
と
し
℃
上
下
七
パ

1
セ

ン
ト
の
礎
動
の
可
能
性
あ
り
、
結
局
最
低
三
十
七
億
磁
主
H
K
高

四
十
二
位
五
干
高
砂
主
の
問
に
位
し
て
出
る
の
で
あ
る
。
更
に

七
パ
ー
セ
ン
ト
の
嗣
出
動
の
可
能
性
を
一
バ

1
セ
ン
ー
か
ニ
圏
内

1

セ
ン
ト
か
減
宇
る
事
・
と
怠
る
と

所
付
仕

プ
九
二
四
年
の
英
閣
の
岡
氏

三
十
七
位
五
千
高
砂
主
四
十
二
位

ω止
の
刷
を
れ
来

し
て
居
る
諜
で
あ
る
。

東
に
司
一
C
M

は
一
九

O
七
年
に
遡
り
常
時
の
英
闘
の
凶
民
所

得
を
算
定
し
て

h
p
o
u
田
口
O
H
E
E
Eロ

た
る
結
果
を
得
て
居
る
が
、
調
査
区
域
の
閥
係
よ
り
一
九
二
四

年
の
図
民
所
得
と
比
較
す
る
翁
め
に
は
、

と
の
園
児
所
得
の
数

宇
よ
り
六
千
高
砂
和
七
千
高
砂
か
b
q
H

差
引
く
必
要
が
あ
る
。
即

ち
一
九

O
七
年
に
於
て
は

h
ア
由
泣
什

E
M
E
E
H
Oロ

十
九
億
七
千
三
百
高
磁
を
中
心
と
し
て
上
下
に
約
五
パ

l
セ
ン

雑

鍬

岡
氏
所
得
に
就
い
て

• 

ト
白
襲
動
の
可
能
性
が
あ
る
か
ら
・
常
時
の
図
民
所
得
は
最
低

十
八
億
四
千
八
百
高
田
聞
に
し

τ最
高
二
十
億
九
千
八
百
高
砂
D

得
E 
51. 
る
11: 
首・
.つ
て
は
先
ワ

物
慣
騰

貴
に
基
づ
く
貨
幣
の
購
買

程
度
な
り
ー
と
一
耳
ひ
得
る
白

f
あ
る
。

ば
-
九
二
四
年

ω数
字
約
四
十
億
磁
と
一
九

O
七
年
白

約
二
十
億
磁
の
数
字
と
を
比
較
す
れ
ば
、
英
凶
の
図
民
所
得
は

然
世
界
大
戦
後
に
は
、
世
界
大
戦
前
に
比
し
二
倍
に
増
加
し
た
諦

で
あ
る
が
、

之
れ

E
以
て
直
ち
に
英
凶
叫
ん
の
閲
民
所
得
が
世
界

大
械
を
中
心
占
し
て
F

一
倍
せ
り
と
は
断
言
し
雌
い
の
で
あ
り
Q

。

査
し
二
十
億
時
間
と
云
ひ
四
十
億
磁
占
云
ふ
の
は
貨
幣
傾
に
て
現

は
さ
れ
た
る
名
説
的
園
民
所
得
で
あ
る
か
ら
、
官
質
的
岡
氏
所

力
の
減
退
を
考
嵐
せ
ね
ば
・
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

戦
前
一
九

O
七
年
主
戦
後
プ
丸
二
四
年
止
の
英
凶
の
物
偵
指

教
を
比
較
す
る
。
回
O
出
品
。
門
叶
E
骨

の
指
数
に
よ
れ
ば
戦
前

に
比
し
八
十
八
パ
ー
セ
ン
ト
の
騰
賞
、
同
O
B
O
E
-
a
の
指
敢
に

よ
れ
ば
八
十
七
パ

l
セ
y
ト
の
騰
宵
!
目
E
2
1
ι
よ
れ
ば
七
十

五
-
A
1
セ
ン
ト
の
騰
貴
之
た
っ
て
居
る
o

般
に
回
O
防止
O
『
寸
?

包
ω
及
び
何
2
5
E
E
の
数
字
を
採
加
す
る
L

と
し
て

九

第
二

+λ
巻

士
九
五

第
五
概

九



雑

銑

闘
局
所
得
に
就
い
て

=
四
年
の
名
義
的
園
民
所
得
約
四
十
億
磁
を
一
九

O
七
年
の
物

倒
並
陀
換
算
し
寅
質
的
凶
民
所
得
を
算
定
す
る
占
、
約
二
十
一

億
磁
た
る
故
山
子
を
得
る
の
で
あ
る
。

一
丸

O
七
年
の
約
二
十
億

同

w
k
比
較
す
る
止
、
六
牛
バ

l
セ
V

ト
の
凶
民
所
得
の
増
加
あ

り
占
一
正
ム
事
が
川
米
る
。
誌
に
注
意
す
べ
き
は
、
此
等
白
物
償

指
数
は
何
れ
も
一
般
物
倒
指
数
で

b
っ
て
、
小
山
賀
物
倒
指
数
、

生
計
段
指
放
峨
入
品
物
仰
指
政
、
輸
出
品
物
倒
指
数
等
が
合
ま

れ
て
居
な
い
事
で
あ
る
。
従
っ
て
各
組
白
描
成
分
子
土
り
た
る

一
般
物
問
団
指
数
の
み
に
基
づ
き
換
算
し
、
概
括

関
民
所
得
を
、

的
の
結
論
を
下
す
事
は
正
確
で
た
い
か
も
知
れ
も
ι
ぃ
。
然
れ
ど

も
一
一
見
二
倍
せ
り
と
思
は
る
、
闘
民
所
得
が
寅
は
六
牟
パ
ー
セ

ン
ト
の
増
加
に
止
ま
れ
る
事
は
注
目
す
ベ
青
事
賞
で
あ
る
。

次
に
考
山
地
す
べ
吉
は
、
人
口
融
政
又
は
有
業
者
人
口
が
抽
前

に
比
し
職
後
に
於
て
増
加
し
て
居
る
の
で
あ
る
。
人
口
が
榊
加

す
る
止
、
官
質
的
関
宵
の
椴
制
酬
に
就
い
て
も
之
を
割
引
し
て
考

へ
る
必
嬰
が
あ
る
。

一丸

O
七
年
と
一
九
ご
問
年
と
白
川
に

人
口
一
制
撤
は
約
一
割
附
加
し
宥
業
者
人
口
は
閤
民
所
得

靖
加
の
約
三
倍
止
た
っ
て
腐
る
。
何
れ
に
し
て
も
一
入
賞
り
図

於
て
、

第
二
十
八
巻

第
五
鋭

~g 

仁3

七
九
六

民
所
得
は
、
此
川
叫
に
減
少
し
た
i
F
一
云
は
h
H
ば
た
ち
ぬ
。
勿
愉

丸
O
七
年
の
捌
益
に
も
一
丸
二
四
年
の
調
官
刊
に
も
一
定
割
合
白

礎
動
一
の
可
能
性
が
見
絞
ら
れ
て
居
る
の
で
あ
る
か
ら
結
局
の

所
何
パ
ー
セ
ン
ト
の
増
減
が

っ
た
か
と
一
五
ム
事
を
精
請
に
は

算
定
し
雌
い
の
で
あ
る
。
位
り
に
一
九

O
七
年
の
図
民
所
得
に

就
い
て
は
最
低
刻
(
】

3
3吋
ロ
邑
心
配
・
と
り
、

一
九
二
四
年
忙

は
故
両
州
制

(
r
H
1
2
ロ副作〉

t
kリ
、
叫
制
h
k

一
九

O
七
年
を
不

一
九
二
問
年
を
有
利
に
併
糊
す
る
蔀
i

と
し
て
も
、
結

手IJ
t亡

一
人
叫
り
国
民
所
得
は
萄
態
を
維
持
す
る
に
止
ま
る
と
一
出

品
有
様
で
あ
る
。

ヨ
E
の
耐
究
は
、
倫
各
州
内
方
聞
に
及
ん
で
居
る
が
絞
に
は

附
す
。
英
闘
の
闘
民
期
待
が
一
九

O
七
年
よ
り
一
丸
二
例
年
内

側
に
名
義
的
組
制
酬
に
於
て
一
一
倍
し
て
居
る
に
拘
ら
十
、
一

λ
首

り
官
質
的
問
民
所
得
に
主
つ
て
は
殆
ん
ど
鈍
化
た
く
、
否
平
る

減
少
し
て
居
る
と
云
ふ
事
は
、
以
上
の
記
挫
で
川
か
と
な
っ
た

で
あ
ら
う
。
我
闘
に
於
て
往
々
闘
民
所
得
及
び
闘
富
の
名
義
的

練
額
の
み

E
比
較
す
る
論
者
が
る
る
が
、
少
く
占
も
一
艇
は
此

等
の
数
字
の
一
人
常
り
寅
質
額
に
考
察
を
抽
出
め
る
必
叫
が
あ
る

の
で
あ
る
。

局、


